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(57)【要約】
【課題】油剤によるぬるつきやべたつきが少なく、なじみが早いため浸透感が得られるの
に加え、安定性やエモリエント効果にも優れた液状油性化粧料を提供すること。
【解決手段】次の成分（ａ）及び成分（ｂ）；（ａ）トリプロピレングリコール ０．１
～１０質量％、（ｂ）２５℃において成分（ａ）と相溶する液状油、を含有し、成分（ａ
）と成分（ｂ）の配合質量比（ａ）／（ｂ）が０．００５～０．６である液状油性化粧料
。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
次の成分（ａ）及び（ｂ）；
（ａ）トリプロピレングリコール ０．１～１０質量％
（ｂ）２５℃において成分（ａ）と相溶する液状油
を含有し、成分（ａ）と成分（ｂ）の含有質量比（ａ）／（ｂ）が０．００５～０．６で
ある液状油性化粧料。
【請求項２】
前記成分（ｂ）が、次の（ｉ）又は（ｉｉ）；
（ｉ）有機性値１０００以下で、かつＩＯＢ値が０．２５～１．０の範囲である極性油
（ｉｉ）有機性値が２６０以下の非極性油
から選ばれる少なくとも一種である請求項１記載の液状油性化粧料。
【請求項３】
前記成分（ｂ）（ｉ）が、リンゴ酸ジイソステアリル、トリ（カプリル酸／カプリン酸）
グリセリル、トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル、ジカプリン酸ネオペンチルグリコー
ル、ジカプリル酸プロピレングリコール、ジ２－エチルヘキサン酸ネオペンチルグリコー
ル、ジイソステアリン酸ジグリセリル、ジネオペンタン酸トリプロピレングリコール、テ
トラ２－エチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、２－オクチルドデカノール、イソステア
リン酸、リノール酸、リノレン酸から選ばれる少なくとも一種である請求項２記載の液状
油性化粧料。
【請求項４】
前記成分（ｂ）（ｉｉ）が、イソドデカン、水添ポリイソブテンから選ばれる少なくとも
一種である請求項２又は３記載の液状油性化粧料。
【請求項５】
さらに成分（ｃ）植物油を含有する請求項1乃至４記載の液状油性化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はトリプロピレングリコールを含有する液状油性化粧料に関し、更に詳細には、
油性成分によるぬるつきやべたつきが少なく、なじみが早いため浸透感が得られることに
加え、安定性やエモリエント効果にも優れた液状油性化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、液状油性化粧料は、ボディオイルやヘアオイルとして用いられ、外部の刺激
から肌や毛髪を守り、エモリエント感を付与するために使用されている。特に、乾燥した
季節や環境下において、皮膚や口唇を乾燥から保護し、適正な水分を保持したり、閉塞効
果によって皮膚や毛髪内部の活性を高める効果に優れている。前記液状油性化粧料として
は、低刺激性の植物油（例えば、特許文献１参照）や、感触改善剤としてのシリコーン油
（例えば、特許文献２、３参照）、さらには、すすぎ流しを目的とした非イオン性界面活
性剤を組み合わせたもの（例えば、特許文献４参照）等が挙げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－９５８４９号公報
【特許文献２】特開２００９－２２１１４３号公報
【特許文献３】特開２０１４－１２０６号公報
【特許文献４】特開２００８－３７７９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、ホホバ油や椿油等の植物油を多量に含有するものは、肌や毛髪に対して
、柔軟性やエモリエント感を付与することは可能であるものの、塗布時の伸びの悪さや、
べたつきが課題として挙げられていた。また、シリコーン油類を用いた技術では、塗布時
に表面を滑るような滑らかな感触は得られるものの、浸透感は実感しにくく、さらにはシ
リコーン油とその他の油剤との相溶性の観点から、経時安定性にも懸念があった。
　そのため、シリコーン油を用いずとも感触が良好で、肌や毛髪に対して浸透感に優れ、
十分なエモリエント感を付与することができ、且つ安定性にも優れた油性液状化粧料が望
まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる実情に鑑み、本発明者は上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、肌へ
の浸透性のよい水溶性成分であるトリプロピレングリコールと、トリプロピレングリコー
ルと相溶する液状油とを、特定の比率で配合することにより、塗布時のなじみが早く浸透
感が良好であり、油性成分に特有のべたつきやぬるつきを抑えながら、肌や毛髪に柔軟性
とエモリエント感を与え、且つ安定性にも優れる液状油性化粧料が得られることを見出し
、本発明を完成した。
【０００６】
　すなわち、本発明は、以下の成分（ａ）及び（ｂ）；
（ａ）トリプロピレングリコール ０．１～１０質量％
（ｂ）２５℃において成分（ａ）と相溶する液状油
を含有し、成分（ａ）と成分（ｂ）の配合質量比（ａ）／（ｂ）が０．００５～０．６で
ある液状油性化粧料を提供するものである。
【０００７】
　また本発明は、前記成分（ｂ）が次の（ｉ）又は（ｉｉ）；
（ｉ）有機性値１０００以下で、かつＩＯＢ値が０．２５～１．０の範囲である極性油
（ｉｉ）有機性値が２６０以下の非極性油
から選ばれる少なくとも一種である液状油性化粧料、
前記成分（ｂ）の（ｉ）が、リンゴ酸ジイソステアリル、トリ(カプリル酸／カプリン酸)
グリセリル、トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル、ジカプリン酸ネオペンチルグリコー
ル、ジカプリル酸プロピレングリコール、ジ２－エチルヘキサン酸ネオペンチルグリコー
ル、ジイソステアリン酸ジグリセリル、ジネオペンタン酸トリプロピレングリコール、テ
トラ２－エチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、２－オクチルドデカノール、イソステア
リン酸、リノール酸、リノレン酸から選ばれる少なくとも一種である液状油性化粧料、
前記成分（ｂ）（ｉｉ）が、イソドデカンである液状油性化粧料、
を提供するものである。
　また本発明は、さらに成分（ｃ）植物油を含有する液状油性化粧料を提供するものであ
る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の液状油性化粧料は、油性成分により生じるべたつきが少なく、なじみが早く浸
透感があり、安定性やエモリエント効果にも優れたものである。そのため、皮膚及び毛髪
用の化粧料として幅広く応用できる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を詳細に説明する。
本発明の液状油性化粧料とは、油性成分を連続相とし、実質的に水を含有しないことを特
徴とするものである。ここで「実質的に含有しない」とは、全く含有しないか、含有した
としても本発明に影響を与えない程度の微量であることを意味するものであり、含有量と
しては、０．１％未満を意味するものである。
【００１０】
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　本発明に使用される成分（ａ）トリプロピレングリコールは、化粧料の肌なじみを良好
にし浸透感を与え、油膜感やべたつきを抑制し、エモリエント感を付与するものである。
成分（ａ）は、プロピレングリコールの３量体からなる多価アルコールであり、下記一般
式（１）で表され、
　Ｈ（ＯＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３））ｎＯＨ　・・・・・（１）
　（式中、ｎは平均３）
ＩＮＣＩ名（International Nomenclature Cosmetic Ingredient labeling names）では
、トリプロピレングリコール又はＰＰＧ－３で表される。成分（ａ）は、油剤との親和性
が２量体のものよりも高く、成分（ｂ）と良好な相溶性を示す。市販品としては、ニュー
ポールＰＰ－２００（三洋化成工業社製）等が挙げられる。
【００１１】
　本発明における成分（ａ）の含有量は、液状油性化粧料中に０．１～１０質量％（以下
、単に「％」と略す）であり、さらには３～６％であると、塗布部位に浸透感を与え、油
膜感やべたつきを感じることなく、エモリエント感の演出や安定性を付与する点で更に好
ましい。０．１％より少ない場合、なじみの悪さやべたつきを改良することができず、ま
た１０％を超える場合、濁りや相分離を生じ易く安定性が悪化してしまうため、成分（ａ
）の含有量は上記範囲内が好ましい。
【００１２】
　本発明に使用される成分（ｂ）の２５℃において成分（ａ）と相溶する液状油は、成分
（ａ）の溶媒、あるいは成分（ａ）とその他の油性成分とのつなぎ剤としての役割を果た
すものであり、経時安定性に寄与する。ここで「相溶する」とは、２５℃で成分（ａ）と
成分（ｂ）を質量比１：１で混合した時に透明に溶解するものであり、一昼夜経過後もそ
の状態を維持するものをいう。成分（ｂ）は、その範囲であれば、いずれの液状油も使用
できる。
【００１３】
　本発明における成分（ｂ）としては、（ｉ）有機性値が１０００以下、かつＩＯＢ値が
０．２５～１．０の範囲である極性油、及び（ｉｉ）有機性値が２６０以下の非極性油の
から選ばれる一種又は二種以上であることが好ましい。この範囲であれば、成分（ａ）と
の相溶性が高く、液状油性化粧料に白濁や沈殿が生じることがなく、安定性や肌なじみが
良好な液状油性化粧料が得られるため、好ましい。
　ここで「有機性値（無機性値）」とは、有機概念図（藤田穆、有機化合物の予測と有機
概念図、化学の領域ＶＯＬ．１１，Ｎｏ．１０（１９５７）７１９－７１５）に基づき求
められる値である。より詳しく言うと、この有機概念図では、化合物の物理化学的物性に
ついて、主にファンデルワールス（Ｖａｎ　Ｄｅｒ　Ｗａａｌｓ）力による物性の程度を
「有機性」、主に電気的親和力による物性の程度を「無機性」と定義して表現する値であ
る。ＩＯＢ値とは、無機性（ｉｎｏｒｇａｎｉｃ）と有機性（ｏｒｇａｎｉｃ）のバラン
スを示す指標であり、無機性値（ＩＶ）／有機性値（ＯＶ）で与えられる。この値が大き
い化合物ほど、より親水性の化合物と言える。
【００１４】
　特に限定されないが、成分（ｂ）の具体的な例としては、（ｉ）有機性値が１０００以
下で、かつＩＯＢ値０．２５～１．０の範囲である極性油のうち、エステル油としては、
例えば、リンゴ酸ジイソステアリル（ＯＶ＝７８０、ＩＶ＝２２０、ＩＯＢ値＝０．２８
）、パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘキシル（ＯＶ＝３５０、ＩＶ＝９７、ＩＯＢ値＝
０．２８）、ヒドロキシステアリン酸２－エチルヘキシル（ＯＶ＝５１０、ＩＶ＝１６０
、ＩＯＢ値＝０．３１）、コハク酸ジ２－エチルヘキシル（ＯＶ＝３８０、ＩＶ＝１２０
、ＩＯＢ値＝０．３２）、トリ(カプリル酸／カプリン酸)グリセリル(ＯＶ＝５４０、Ｉ
Ｖ＝１８０、ＩＯＢ値＝０．３５)、トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル（ＩＯＢ値＝
０．３６、ＯＶ＝５１０）、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール（ＯＶ＝４８０、ＩＶ
＝１２０、ＩＯＢ値＝０．２５）、ジカプリン酸プロピレングリコール（ＯＶ＝４５０、
ＩＶ＝２２０、ＩＯＢ値＝０．４９）、ジカプリル酸プロピレングリコール（ＯＶ＝３７
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０、ＩＶ＝１２０、ＩＯＢ値＝０．３２)、トリエチルヘキサン酸トリメチロールプロパ
ン（ＯＶ＝５５０、ＩＶ＝１８０、ＩＯＢ値＝０．３３）、ジ２－エチルヘキサン酸ネオ
ペンチルグリコール（ＯＶ＝３８０、ＩＶ＝２４０、ＩＯＢ値＝０．３２）イソステアリ
ン酸ジグリセリル（ＯＶ＝４７０、ＩＶ＝３８０、ＩＯＢ＝０．８１）、ジイソステアリ
ン酸ジグリセリル（ＯＶ＝８２０、ＩＶ＝１５２、ＩＯＢ値＝０．４２）、乳酸オクチル
ドデシル（ＯＶ＝４５０、ＩＶ＝１６０、ＩＯＢ＝０．３６）、セバジン酸ジイソプロピ
ル（ＯＶ＝３００、ＩＶ＝１２０、ＩＯＢ値＝０．４０）、ジネオペンタン酸トリプロピ
レングリコール（ＯＶ＝３４０、ＩＶ＝１８０、ＩＯＢ値＝０．５２）、テトラ２－エチ
ルヘキサン酸ペンタエリスリチル（ＯＶ＝６８０、ＩＶ＝２４０、ＩＯＢ値＝０．３５）
等が挙げられる。アルコール類としては、例えば、ベンジルアルコール（ＯＶ＝１４０、
ＩＶ＝１１５、ＩＯＢ値＝０．８２）、ヘキシルデカノール（ＯＶ＝３１０、ＩＶ＝１０
０、ＩＯＢ値＝０．３２）、オレイルアルコール(ＯＶ＝３６０、ＩＶ＝１０２、ＩＯＢ
値＝０．２８)、２－オクチルドデカノール(ＯＶ＝３９０、ＩＶ＝１００、ＩＯＢ値＝０
．２６)、イソステアリルアルコール(ＯＶ＝３５０、ＩＶ＝１００、ＩＯＢ値＝０．２９
)等を挙げることができる。脂肪酸類としては、例えば、オレイン酸（ＯＶ＝３６０、Ｉ
Ｖ＝１５２、ＩＯＢ値＝０．４２）、イソステアリン酸（ＯＶ＝３５０、ＩＶ＝１５０、
ＩＯＢ値＝０．４３）、リノール酸（ＯＶ＝３６０、ＩＶ＝１５０、ＩＯＢ値＝０．４２
）、リノレン酸（ＯＶ＝３６０、ＩＶ＝１５６、ＩＯＢ値＝０．４３）等を挙げることが
できる。
　また成分（ｂ）の（ｉｉ）有機性値が２６０以下の非極性油の具体例としては、イソド
デカン（ＯＶ＝２３０）、水添ポリイソブテン（ＯＶ＝２００～２６０）等を挙げること
ができる。
【００１５】
　本発明における成分（ｂ）の含有量は、液状油性化粧料中に５～９９．５質量％が好ま
しく、更に好ましくは１０～６０％である。この範囲であれば、液状油性化粧料の安定性
が悪化することがなく成分（ａ）を均一溶解することができ、また、塗布後に油性成分に
特有のべたつきを感じることがなく、エモリエント感の観点で満足のいくものが得られる
。
【００１６】
　さらに、本発明においては、組成物の安定性ならびに使用感を向上する観点から、成分
（ｂ）に対する成分（ａ）の配合質量比（ａ）／（ｂ）が、０．００５～０．６である。
この値が０．００５未満であると、油性成分のべたつきが抑えられず、なじみも悪くなる
。また０．６以上を超えると、ぬるつきが感じられるため、望ましい感触とならない。
【００１７】
　本発明の液状油性化粧料において、さらに成分（ｃ）として、植物油を含有することが
好ましい。成分（ｃ）を含有することで、肌や毛髪に対して、より効果的にエモリエント
感を付与することができ、さらに成分（ａ）とその他の油性成分を、より効果的に相溶さ
せることができる。成分（ｃ）は、通常の化粧料に使用できる植物油であればいずれも使
用可能であり、起源は特に限定されず、具体的にはオリーブ油、ホホバ油、ゴマ油、マカ
デミアナッツ油、アボガド油、グレープシード油、ココナッツ油、小麦胚芽油、スイート
アルモンド油、月見草油、椿油、サフラワー油、サンフラワー油、ヘーゼルナッツ油、ロ
ーズヒップ油、米ヌカ油等が挙げられる。
　本発明における成分（ｃ）の含有量は、０．０１～７０％が好ましく、０．１～４０％
が、肌や毛髪に対するエモリエント感の付与、成分（ａ）と相溶し、べたつきの無い使用
感を演出する点で好ましい。
【００１８】
　本発明の液状油性化粧料は、上記の成分（ａ）～（ｃ）の他に、通常化粧料に使用され
る成分として、油性成分、界面活性剤、多価アルコール、着色成分、保湿剤等の水性成分
、糖類、ゲル化剤、紫外線吸収剤、褪色防止剤、酸化防止剤、消泡剤、美容成分、防腐剤
、香料等を本発明の効果を妨げない範囲で含有することができる。
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【００１９】
　油性成分としては、成分（ｂ）及び成分（ｃ）以外のものであり、通常化粧料に用いら
れる油であればよく、固形油、半固形油、液体油、揮発性油等の性状を問わず、炭化水素
類、油脂類、エステル油類、高級アルコール類、シリコーン類、フッ素系油類等を使用す
ることができる。具体的には、流動パラフィン、スクワラン、ワセリン等の炭化水素類、
ミンク油等の油脂類、パルミチン酸２－エチルヘキシル、２－エチルへキサン酸セチル、
ミリスチン酸２－オクチルドデシル、イソノナン酸イソトリデシル、トリイソステアリン
酸ジグリセリル等のエステル類、パーフルオロデカン、パーフルオロオクタン、パーフル
オロポリエーテル等のフッ素系油剤類、メチルフェニルポリシロキサン、ジメチコン、ジ
メチコノール、シクロメチコン等のシリコーン油類、メントール、カンファ等の油溶性美
容成分等が挙げられる。
【００２０】
　界面活性剤としては、化粧料一般に用いられている界面活性剤であればいずれのものも
使用でき、非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性
界面活性剤等が挙げられる。
　水性成分としては、水に可溶な成分であれば何れでもよく、例えば、プロピレングリコ
ール、１，３－ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、グリセリン、ジグリセリ
ン、ポリグリセリン、ポリエチレングリコール等が挙げられる。
【００２１】
　本発明の液状油性化粧料としては、化粧油、ボディオイル、ヘアオイル、クレンジング
オイル、バスオイル（入浴剤）等が挙げられる。
　また本発明の液状油性化粧料の製造方法は、特に限定されるものではないが、少なくと
も成分（ａ）及び（ｂ）を含む油性成分を必要に応じ加熱混合した後、冷却し、その他の
任意成分を添加した後に、ディスペンサー容器やボトル容器等に充填することにより得る
ことができる。
【実施例】
【００２２】
　以下に実施例をあげて本発明を詳細に説明する。尚、これらは本発明を何ら限定するも
のではない。
実施例１～１０及び比較例１～８：ボディオイル
　下記表１に示す処方のボディオイルを調製し、イ．安定性（初期透明度）、ロ．なじみ
の早さ、ハ．べたつきの無さ、ニ．エモリエント感について、下記の評価方法により評価
した。その結果も併せて表に示す。
【００２３】
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【表１】

【００２４】
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（製造方法）
Ａ：成分（１）～（８）を均一に溶解する。
Ｂ：Ａに成分（９）～（１４）を添加混合する。
Ｃ：Ｂをディスペンサー容器に充填する。
【００２５】
（評価方法1：安定性（透明度））
　３０℃の恒温槽に、規格びんに充填した各サンプルを２４時間保存した後、目視にて状
態を観察し、下記の判定基準に基づいて評価した。
＜判定基準＞
（判定）：（評価）
　◎　：　透明と認められる
　○　：　僅かな濁りが認められるが透明感がある
　△　：　明らかに濁りがある
　×　：　分離や沈殿を生じた
【００２６】
（評価方法２）
　下記ロ～ニの評価項目に関しては、各サンプルについて専門パネル２０名による使用テ
ストを行った。パネル各人が、各サンプルを前腕内側部に適量塗布し、通常使用するよう
になじませた後、下記評価基準にて７段階に評価し評点をつけた。パネル全員の評点合計
からその平均値を算出し、下記判定基準により判定した。
（評価項目）
ロ．なじみの早さ
ハ．べたつきの無さ
ニ．エモリエント感
＜評価基準＞
（評点）：（評価）
　６　：非常に良い
　５　：良い
　４　：やや良い
　３　：普通
　２　：やや悪い
　１　：悪い
　０　：非常に悪い
＜判定基準＞
（判定）：（評点の平均点）　　　　：（評価）
　◎　：５点を超える　　　　　　：非常に良好
　○　：３．５点を超え５点以下　：良好
　△　：１点を超え３．５点以下　：やや不良
　×　：１点以下　　　　　　　　：不良
【００２７】
　表１の結果から明らかなように、本発明の実施例１～１０のボディオイルは、比較例１
～８に比べ、安定性（透明度）、なじみの早さ、べたつきの無さ、エモリエント感に優れ
たものであった。
　一方、成分（ａ）の代わりに、重合度が低く肌なじみのよいグリコールである、ジプロ
ピレングリコール、プロピレングリコールを用いた比較例１、２では、均一溶解すること
ができず沈殿を生じた為、安定性（透明度）において満足のいくものが得られず、振とう
させて使用した場合でもなじみの早さ、べたつきの無さ、エモリエント感に劣るものであ
った。さらに成分(ａ)と類似のＩＯＢ値を有するベヘネス－３０（ＯＶ＝１６４０、ＩＶ
＝２２９５、ＩＯＢ＝１．４０）を用いた比較例３においても、均一に溶解することがで
きなかった為、化粧料として満足のいくものが得られず、同様に振とうさせて使用したと
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ころ、どの項目においても満足のいくものが得られなかった。また、成分（ｂ）を含有し
ない比較例４においては、成分（ａ）がに均一溶解しないため、安定性（透明度）に劣り
、さらにトリプロピレングリコールと油性成分が肌上で別々に存在しながら伸び広がる為
に、なじみの早さやべたつきの無さで満足のいくものが得られなかった。成分（ａ）の含
有量が０．１％未満である比較例５では、なじみの早さ及びべたつきの無さを実感するこ
とはできなかった。成分（ａ）と成分（ｂ）の配合比が０．００５未満である比較例６で
は、安定性（透明度）は良好であったが、成分（ｂ）の感触が前面に出てしまい、肌への
なじみの早さ、べたつきの無さ、エモリエント感において満足できるものは得られなかっ
た。また、成分（ａ）の含有量が１０％を超える比較例７では、成分（ａ）を溶解するこ
とが困難となり、安定性（透明度）において満足できるものが得られなかった。成分（ａ
）と成分（ｂ）の配合比が０．６を超える比較例８ではボディオイルに濁りが生じ、なじ
みの早さやべたつきの無さ、エモリエント感も実施例と比較して劣るものであった。
【００２８】
実施例１１：ヘアオイル
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
１．トリプロピレングリコール※１　　　　　　　　　　　　　　５
２．オレイン酸エチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
３．オレイルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
４．コハク酸ジ２－エチルヘキシル　　　　　　　　　　　　　２０
５．ジメチコノール※３　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０
６．メチルフェニルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　５
７．水添ポリイソブテン※２　　　　　　　　　　　　　　　　３０
８．トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル　　　　　　　　　　残量
９．イソステアリン酸デキストリン※４　　　　　　　　　　　　０．３
１０．リンゴ酸ジイソステアリル　　　　　　　　　　　　　　　１
１１．椿油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
１２．２，６－ジ－ターシャリーブチル－パラクレゾール　　　　０．５
１３．天然ビタミンＥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
１４．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
　※３：ＸＦ４９－Ｃ２４９７（モメンティブパフォーマンスマテリアルズジャパン社製
）（ジメチコノール３５％水添ポリイソブテン溶液）
　※４：ユニフィルマＨＶＹ（千葉製粉社製）
【００２９】
（製造方法）
Ａ：成分（１）～（１２）を９０℃にて均一に加熱溶解する。
Ｂ：Ａを室温に冷却した後に成分（１２）～（１４）を加え、均一混合する。
Ｃ：Ｂをディスペンサー容器に充填する。
　実施例１１のヘアオイルは、安定性（透明性）、なじみの早さ、べたつきの無さ、及び
エモリエント感に優れたものであった。
【００３０】
実施例１２：クレンジングオイル
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
１．重質流動イソパラフィン※５　　　　　　　　　　　　　　１０
２．流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
３．テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット※６　　　１０
４．トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル　　　　　　　　　　３０　
５．トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル　　　　　　　　５
６．２－エチルヘキサン酸セチル　　　　　　　　　　　　　　残量
７．トリプロピレングリコール※１　　　　　　　　　　　　　１０
８．コメヌカ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
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９．デカメチルペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　５
１０．フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
１１．２，６－ジ－ターシャリーブチル－パラクレゾール　　　　０．０２
１２．ローズヒップ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
１３．ブドウ種子油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
１４．精製ホホバ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
１５．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
　※５：パールリーム２４（日油社製）
　※６：レオドール４３０Ｖ（花王社製）
【００３１】
（製造方法）
Ａ：成分（１）～（１１）を８０℃にて均一に加熱溶解する。
Ｂ：Ａに成分（１２）～（１５）を加え、均一に混合溶解する。
Ｃ：Ｂをディスペンサー容器に室温にて充填する。
　実施例１２のクレンジングオイルは、安定性（透明性）、なじみの早さ、べたつきの無
さ、及びエモリエント感に優れたものであった。
【００３２】
実施例１３：バスオイル（入浴剤）
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
１．流動パラフィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０
２．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
３．テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット※６　　　１６　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
４．トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル　　　　　　　　　　残量
５．トリプロピレングリコール※１　　　　　　　　　　　　　１０
６．マカデミアナッツ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
７．パーシック油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
８．オレイン酸エチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
９．オレイン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
１０．スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
【００３３】
（製造方法）
Ａ：成分（１）～（１０）を均一に混合溶解する。
Ｂ：Ａをボトル容器に室温にて充填する。
　実施例１３のバスオイル（入浴剤）は、安定性（透明性）、なじみの早さ、べたつきの
無さ、及びエモリエント感に優れたものであった。
【００３４】
実施例１４：化粧油
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
１．ジカプリン酸プロピレングリコール　　　　　　　　　　　１０
２．イソノナン酸イソトリデシル　　　　　　　　　　　　　　　５
３．フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
４．テトラ２－エチルヘキサン酸ペンタエリスリチル　　　　　　４
５．無水エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
６．コムギ胚芽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
７．コメ胚芽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
８．アルモンド油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
９．ラベンダー油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
１０．メチルポリシロキサン※７　　　　　　　　　　　　　　　３
１１．トリプロピレングリコール※１　　　　　　　　　　　　　２
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１２．コメヌカ油                                          　　　　　　　　　残量
１３．ジイソステアリン酸ポリグリセリル※８　 　　　　　　　 ２
１４．オリーブ油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５
１５．トリ２－エチルヘキサン酸グリセリル　　　　　　　　　２５
１６．香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３
　※７：ＫＦ９６－１０ｃｓ（信越化学工業社製）
　※８：コスモール４２Ｖ（日清オイリオグループ社製）
【００３５】
（製造方法）
Ａ：成分（１）～（１６）を均一に混合溶解する。
Ｂ：Ａをガラス製ボトル容器に室温にて充填する。
　実施例１４の化粧油は、安定性（透明性）、なじみの早さ、べたつきの無さ、及びエモ
リエント感に優れたものであった。
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